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第４回宇都宮市景観審議会議事録  
 

                          平成２３年２月４日  
                          午後１：３０～  

市民プラザ会議室    
 

出 席 委 員  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

欠 席 委 員  
 
 
 
 
 
 

出 席 幹 事  
 
 

事 務 局  
 
 
 
 

 

１号委員（学識経験者） 

藤本信義会長，赤羽薫委員，小花伸子委員，岡田義治委員， 

上田由美子委員，梶原良成委員 

 

２号委員（関係団体代表）  

岡田豊子委員，増渕薫委員，橋本理委員，渡辺政行委員 

 

３号委員（関係行政機関）  

藤本幸司委員（代理：大里弘人），井澤清二委員 

杉山良治委員（代理：國見勝彦） 

 

（計１３名） 

 

 

１号委員（学識経験者）山島哲夫委員 

 

２号委員（関係団体代表）高梨道太郎委員  
 

（計２名）  

 

 

栗田健一幹事，田辺義博幹事（２名） 

 

 

田嶋実書記，松野昇一書記，森田浩書記，松井義幸書記， 

坂井操書記， 礒奈央美書記，黒澤広幸書記 

（７名）  
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＜１．開 会 ＞ 

書 記  

 

 

＜２．現 地 調 査 ＞ 

書 記  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

書 記  

 

 

 

 

＜３．部 長 あいさつ＞ 

書 記  

 

 

 

栗 田 幹 事  

 

 
 
 
 

  
では，只今から，「第４回宇都宮市景観審議会」を開会いたし

ます。  
 
 

本日の審議内容は，大通り池上町地区における景観形成重点

地区の指定に係る内容でありますので，藤本会長のご提案によ

り，審議に入る前に，現地調査を行いたいと考えております。

行程としましては，こちらの表参道スクエアからバンバ広場

に出ていただきまして，池上町地区がございます西方面に大通

り北側を進んでいただき，池上町交差点の横断歩道を渡りまし

て，折り返し，大通り南側を進んでいただきまして，こちらに

戻ってくるコースで予定しております。  
 
池上町地区では，老朽化したアーケードの撤去を行い，暖色

系の色彩や，レトロ調のデザインなどで統一したファサード整

備を実施しておりますので，ご覧いただければと思います。   
 
現地調査の時間につきましては，概ね１時間を予定しており，

戻りましたら休憩を挟んで，午後３時から審議を始める予定で

ございますので，よろしくお願いします。  
 
では，出発いたしますので，よろしくお願いします。  
 
【現地調査】 

 
  
 

現地調査の方，お疲れさまでした。  
では，引き続き「第４回宇都宮市景観審議会」を再開いたし

ます。はじめに，都市整備部長より，ごあいさつ申し上げます。

 
お疲れさまでした。都市整備部長の栗田です。 

今日は第４回ということですが，景観審議会と屋外広告物審

議 会 が 統 合 さ れ て 初 め て の 委 員 会 と い う こ と で ご ざ い ま す の

で，引き続きよろしくお願いいたします。 

若干，宇都宮市の動きをご紹介させていただきます。  

大通りにつきましては，再開発が活発に行われようとしてお
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＜資 料 確 認 ＞ 

書 記  

 

書 記  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ります。宇都宮シティタワーにつきましては１月にオープンい

たしまして，１６５戸を予定しているところで，現在１４０戸

が販売されていますが，１３０戸弱既に売却済みということで，

非常に好評であります。 

また，馬場地区につきましては，新聞報道等にて図書館の誘

致という話がありますが，こちらについても動きがありまして，

権利者の権利調整に時間は要するものと思われますが，都市計

画決定に向けて取組みを進めております。 

また，大手地区についても再開発の動きがございまして，ま

だ具体的に固まってはおりませんが，概ね，来年度には都市計

画決定が出来るのではないかと思っております。 

特に，今回は，１．６ｋｍワンマイルを景観形成重点地区に

指定しようと進めているところですが，池上町地区が地元の方

も重点地区に向けて協力が得られるということで，今般，本審

議会にお諮りしているところでございます。  

この１．６ｋｍにつきましては，各交差点ごとに５ブロック

に分けまして，地元と意見交換を行っておりますが，看板等の

取り扱いについて権利者のご意向もありまして，なかなか，ま

とまらないという状況にございます。ただ，これらについても，

引き続き，働きかけをしていきまして，重点地区指定に向けて

取り組んでいきたいと考えております。 

委員の皆さまには，引き続き，よろしくお願いしたいと思い

ます。簡単ではございますが，挨拶にかえさせていただきます。

 

 
ありがとうございました。  
次に，本日の会議資料について確認させていただきます。  
先日，送付いたしました，  

・第４回宇都宮市景観審議会次第  
・宇都宮市景観審議会委員名簿  
・諮問事項１「宇都宮市景観計画の変更（案）について」  
・資料１「景観形成重点地区の指定に伴う宇都宮市景観計画の

変更（案）について」Ａ３版  
・資料２「宇都宮市景観計画変更（案）」冊子  
・参考資料１「景観形成重点地区の規制の仕組み」  
・関係資料「宇都宮市景観審議会関係資料」  
となります。  
 また，本日の配布資料といたしまして，  
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＜４．委 員 紹 介 ＞  
書 記  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・参考資料２「景観重要公共施設に関する栃木県の同意書」  
・報告資料１「景観審議会と屋外広告物審議会の統合について」

・報告資料２「景観形成重点地区の指定に向けた取組みに  
ついて（白沢地区）」  

となります。  
 

以上不足しているものがありましたら，お知らせください。

よろしいでしょうか。  
 
 
今回は，景観審議会と屋外広告物審議会の統合後，初めての

審議会となります。  
ここで，改めまして，委員の皆様のご紹介と，幹事・事務局

職員の紹介をさせていただきます。  
お手元の「宇都宮市景観審議会委員名簿」をご覧下さい。  
はじめに，委員の皆様をご紹介いたしますので，恐れ入りま

すが，ご起立をお願いいたします。  
 
第１号委員として，学識経験者のお立場でご出席いただいて

おります   
藤本  信義（ふじもと  のぶよし）委員です。  
同じく，岡田  義治（おかだ  よしはる）委員です。  

同じく，赤羽  薫  （あかばね  かおる）委員です。  
同じく，上田  由美子（うえだ  ゆみこ）委員です。  
同じく，梶原  良成（かじはら  よしなり）委員です。  
同じく，小花  伸子（こはな  のぶこ）委員です。  

 
次に，第２号委員として，関係団体からご出席いただいてお

ります，岡田  豊子（おかだ  とよこ）委員です。  
同じく，橋本  理（はしもと  ただし）委員です。  
同じく，渡辺  政行（わたなべ  まさゆき）委員です。  
 
次に，第３号委員として，関係行政機関からご出席いただい

ております，  
藤本  幸司（ふじもと  こうじ）委員の代理としまして 

大里  弘人（おおさと  ひろと）委員です。  

同じく，井澤  清二（いざわ  きよじ）委員です。 

同じく，  
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＜幹 事 及 び 

事 務 局 紹 介 ＞ 

書 記  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

＜定 足 数 報 告 ＞ 

書 記  

 

書 記  

 

 

 

 

書 記  

 

 
＜会 議 の公 開 ＞ 

書 記  

 

 
 

杉山  良治（すぎやま  りょうじ）委員の代理としまして 

   國見  勝彦（くにみ  かつひこ）委員です。 

 
委員の皆様方には，今後何かとお世話になりますが，よろし

くお願い申し上げます。  
 
続きまして，幹事及び事務局職員を紹介いたします。  

  
 
 
まず，幹事の紹介をいたします。  
都市整備部長の栗田です。  
都市計画課長の田辺です。  
続きまして，書記の紹介をいたします。  
都市計画課長補佐の  田嶋（たじま）です。  
都市計画グループ係長の松野です。  
都市景観グループ総括主査の松井です。  
都市景観グループ主任の坂井です。  
都市景観グループ主任主事の礒です。  
都市景観グループ技師の黒澤です。  

後に私，都市景観グループ係長の森田です。  
よろしくお願いします。  
 

 
ここで，事務局より本会の成立についてご報告いたします。

 
本日の会議でございますが，現在出席委員は１２名でござい

ます。これは，宇都宮市景観条例施行規則第３条にございます

『審議会は委員の過半数の出席をもって開催する』旨を満たし

ておりますので，会議の成立をご報告いたします。  
 

事務局の説明のとおり，本会議は成立しておりますので，た

だいまから議事に入ります。  
 
 
まず，本審議会の「公開」についてですが，本日の議案は，

個人情報等を扱う案件ではないため，公開としてよろしいでし

ょうか。  
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各 委 員  

 
書 記  

 
＜傍 聴 者 有 無 ＞ 

書 記  

 

書 記  

 

＜５．議 事 ＞ 

書 記  

 

 

 

 

＜議 事 録  

署 名 委 員 指 名 ＞ 

藤 本 会 長  

 

 

 

 

 

＜審 議 ＞ 

藤 本 会 長  

 

 

 
田 辺 幹 事  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
異議なし  

 
本日の議事については「公開」といたします。  
 
 
続きまして，事務局より本日の傍聴定員の報告をいたします。

 

本日，傍聴者はおりません。 

 
 
それでは，早速「６．議事」に入らせていただきます。  
本日の会議でございますが，宇都宮市景観条例施行規則第３

条により『会議は会長が議長となる。』こととなっております。

それでは，藤本会長お願いいたします。 

 
 
 
現地調査の方，大変，ご苦労様でございました。  
それでは，会議次第に従い会議を進めてまいりますが，まず，

当運営要領第３条に基づきまして，本日の会議の議事録署名委

員といたしまして，梶原良成委員と岡田豊子委員の両名を指名

いたします。よろしくお願いいたします。  
 
 

それでは，議事に入ります。  
まず，事務局より説明をいただき，その後，ご質問，ご意見

をいただきたいと思います。事務局より説明をお願いします。

 
 それでは，諮問事項（１）「宇都宮市景観計画の変更（案）に

ついて」ご説明いたします。  
 

それでは，景観形成重点地区（大通り池上町地区）の素案，

及び広告物景観形成地区（大通り池上町地区）の素案につきま

して，ご説明いたします。  

まず，素案の説明に入る前に，景観形成重点地区の規制の仕

組みについて，あらかじめ，説明させていただきます。 

 参考資料１をご覧ください。 
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「１  概要」ですが， 

景観形成重点地区は，宇都宮市の顔にふさわしい地区を「宇都

宮市景観計画」及び「宇都宮市景観条例」に基づき，景観形成

の方針や色彩，デザイン，緑化などのルールを定め，重点的に

景観づくりを進める地区指定制度であります。 

 

次に，「２  景観形成に関する地区指定制度」でありますが，

現在，市全域が景観計画の区域となっておりますが，その中で

も，特に「宇都宮の特徴を有し，本市の顔としてふさわしい地

区」を「景観形成重点地区」として指定する取組みを進めてお

ります。こちらの第１号として「宇都宮駅東口地区」を指定し，

平成２０年１０月から施行しております。 

また，住民の発意により「地域の住民自ら積極的に景観づく

りを取り組む地区」を「景観形成推進地区」として指定し地域

の景観づくりを支援しております。こちらは，「中里原地区」を

指定し，平成２２年１月から施行にております。 

 

次に，「景観形成重点地区の特徴」ですが， 

「３  一般の地区と景観形成重点地区の規制の仕組み」の図解

もあわせてご覧ください。  

１点目の特徴は届出対象規模についてですが，全ての建築物

等が届出対象となることで，きめ細やかな景観形成が図れるこ

とです。  

２点目の特徴は届出・審査の流れについてですが，不適合に

対しては，景観審議会の意見を聴き，変更命令等を行うことが

できるようになります。さらに，変更命令等に従わない場合に

は，罰則を適用することができるため，良好な景観を保持する

ことができます。  

３点目の特徴は助成制度についてですが，景観計画に適合す

る修景工事に対する助成制度がございます。  

 

以上で，景観形成重点地区の規制の仕組みについての説明を

終わります。 

 

では，議案の説明をさせていただきます。諮問事項１をご覧

ください。 
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議 案 は ，「 宇 都 宮 市 景 観 計 画 の 変 更 案 」 に つ い て で ご ざ い ま

す。 

 

まず，本日の審議会の趣旨ですが，宇都宮市景観計画の変更

案について諮問するもので，変更の内容としては，次の３点に

なります。 

１点目は，景観形成重点地区の指定について  

２点面は，広告物景観形成地区の指定について 

３点目は，景観重要公共施設の位置付けについて 

でございます。 

 

次に，「１  変更の理由」でございますが， 

今回，景観形成重点地区等の指定を予定しております大通り

は，県都・宇都宮を代表する目抜き通りとして，宇都宮の個性

を活かした５０万都市のメインストリートにふさわしい風格と

魅力ある景観の形成が求められる重要な空間であります。 

このような景観を実現するため，大通り全体を，駅西口地区，

宮の橋地区，大工町地区，馬場地区，池上町地区の５地区に分

け，大通り全体の統一感ある景観の形成と，各地区の特徴を活

かした景観の形成を進めております。 

このような中，池上町地区におきましては，平成２０年度か

ら２２年度にかけて，地元商店街と県・市が連携を図り，店舗

のファサード整備を実施し魅力ある景観の形成が行われたとこ

ろであります。この景観を保全し，より一層の景観の形成を進

めるため，当地区を先行して「景観形成重点地区」に指定する

ものであります。併せて，屋外広告物の許可基準を定めるため，

屋外広告物条例に基づく「広告物景観形成地区」を同時指定す

るものであります。 

また，大通りの道路部分につきましても，管理者である栃木

県の同意が得られたことから，「景観重要公共施設」に位置付け

るものであります。 

 

次に，「２  策定経過」でございますが，平成２０年３月に，

宇都宮市第５次総合計画を策定し，大通りの魅力アップを重点

施策として掲げました。 

一方，地元においても，「池上町通り商店街景観形成計画」を

作成し，平成２０年８月から，平成２３年３月までの３ヵ年で，

老 朽 化 し た ア ー ケ ー ド を 撤 去 し ，「 池 上 町 通 り 商 店 街 景 観 形 成
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計画」に基づいたファサード整備を実施したところです。 

このような景観形成の機運の高まりを受け，平成２０年１０

月に，地元住民組織である「大通り景観づくり検討会」を設立

し，ワークショップ等を行い，平成２１年３月に，「大通り景観

づくりの方針」を作成いたしました。 

この方針の実現に向け，平成２１年７月に，検討会に関係行

政機関を加え，「大通り景観づくり推進協議会」へと推進体制を

強化し，ワークショップや権利者への個別訪問などにより地元

の方との意見交換を進めながら，「大通り景観づくり方針」を基

に，景観形成重点地区の案をまとめてきたところであります。

なお，平成２３年１月に「素案の縦覧」及び「公聴会」を実

施したところ，特に，ご意見はございませんでした。  

 

次に，裏面に移りまして，「３  景観形成重点地区等の内容及

び特徴」でございますが，詳細につきましては，資料１，資料

２になります。 

資料２の冊子は景観計画の本編でございますが，変更内容に

ついてまとめたものが，Ａ３版カラー刷りの資料１になります

ので，資料１に基づき説明させていただきます。資料２につき

ましては，アンダーラインにて，今回の変更部分を示しており

ます。 

 

では，資料１「景観形成重点地区の指定に伴う宇都宮市景観

計画（案）について」をご覧ください。 

上段に大通りの写真がございますが，こちらは，将来の景観

像をイメージしたものです。 

左側，黄色の枠の部分は，先ほど，説明しました変更の理由

になりますので，説明は割愛させていただきます。 

 

次 に ，「 景 観 形 成 重 点 地 区 を 目 指 す 大 通 り の 対 象 範 囲 」 で す

が，左下の図のとおり，駅西口地区から池上町地区の約１．６

ｋｍを対象に，現在，取組みを進めております。 

 

次に，「１  景観形成重点地区の区域及び目標・方針」になり

ます。 

まず，「（１）景観形成重点地区の区域」ですが，図で示した

範囲になります。池上町，泉町，本町の各一部にあたり，シン

ボルロードから国道 119 号までの大通り沿道約 250ｍで，道路
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境界から両側 30ｍの範囲の面積約 2． 3ha の区域となります。  

なお，建築物が 30ｍの境界線上にある場合は，建築物の 1/2 以

上が含まれる建築物を対象といたします。 

 

次に，２ページ目に移りまして，「（２）景観形成の目標」で

す が ，「 宇 都 宮 の メ イ ン ス ト リ ー ト に ふ さ わ し い 風 格 と 魅 力 あ

る景観の形成」を掲げております。  

次に，「（３）景観形成の基本方針」ですが，まず，大通り共

通の方針を３点掲げております。 

１点目は，「宇都宮の顔にふさわしい，まとまり(絆 )を持ち，

宇都宮としての個性と魅力を備える「軸」を形成する。」 

２点目は，「県都・宇都宮のメインストリートとして，みどり

豊かな歩いて楽しい賑わいのある街並みを形成する。」  

３点目は，「大通りの歴史や文化を活かし，落ち着きと風格の

ある街並みを形成する。」 

としております。  

これにより，大通り全体としての一体感ある景観を形成して

まいります。 

次に「池上町地区」の方針として，「懐かしさと温もりを感じ

る街・池上町地区」を掲げております。 

これにより，池上町地区独自の個性ある景観を形成してまい

ります。  

 

 続きまして，「２  良好な景観形成のための行為の制限」にな

ります。  

「（１）行為の制限」ですが，こちらが景観形成基準にあたりま

す。 

こちらの説明につきましては，景観形成のイメージをパワー

ポイントにまとめておりますので，資料と併せて，スクリーン

の方をご覧ください。 

 

まず，建築物の形態についての基準ですが，「大通りに面する

１階部分には，商業店舗やサービス施設，ショールーム等を配

置し，ガラス張りなど開放的な造りとするよう努める。」 

「シャッターを設置する場合は，シースルーシャッターとする

よう努める。」と規定し，賑わいある景観形成を目指しておりま

す。 
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次に，建築物の色彩ですが，「建築物の屋根・外壁の色彩は温

もりのある暖色系とし，日本工業規格のＺ8721 に定める三属性

（以下「マンセル値」という。）により，別表１のとおりとする。

ただし，自然素材を使用する場合や，アクセントカラーとして

外壁の５％の範囲において慎重に用いる場合は，この限りでは

ない。」と規定しております。具体的な色彩の範囲については，

次の３ページ左側の「建築物の色彩基準」に示している範囲と

なります。 

これにより，池上町地区の温かみのある景観形成を目指して

まいります。 

具体的な色彩誘導イメージは，３ページの図のように考えて

おります。 

 

次 に ， 建 築 物 の そ の 他 意 匠 で す が ，「 大 通 り に 面 す る 低 層 階

（１～２階）の歩道から見える外壁等の一部に，大谷石を使用

する。」 

と規定しています。宇都宮らしい景観形成を目指しております。

また，「大通りに面する建築物のファサードの一部に，懐かし

さを感じるレトロ調のデザインを取り入れる。」と規定し，池上

町地区の懐かしさを感じる景観形成を目指しております。 

 

次に，建築物の壁面の位置ですが，「大通りに面する１階部分

の壁面は，大通りの道路境界から後退するよう努め，緑による

潤いづくりなど，快適な空間の創出に努める。」と規定し，大通

りを歩く歩行者に対する快適な景観形成を目指しております。

また，「大通りに面する中高層階（３階以上）の壁面位置は，

周辺の壁面位置と調和するよう努める。」と規定し，大通りの見

通し景観を秩序あるものとし風格ある景観形成を目指しており

ます。 

 

次に，本地区が商業地であることから，日よけテントの基準

を設けております。「大通りに面する建築物で日よけテントを設

置する場合は，地区ごとに定めた意匠とするよう努める。」と規

定し，地区の個性を活かしながら，地区のまとまりある景観形

成を目指しております。 

 

次に，照明ですが「大通りに面する低層階（１～２階）や広

場（オープンスペース）は，ライトアップ等の夜間景観に配慮
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した照明の設置に努める。」と規定し，夜間も明るく賑わいある

景観形成を目指しております。 

 

次に，設備機器ですが，「室外機等の設備機器は，大通りから

直接見えないよう目隠し板等により遮蔽する。」と規定し，景観

形成を阻害しないよう配慮しております。 

 

次に，平面駐車場ですが，「大通りに面して駐車場を設置する

場合は，大通りに面する部分の緑化を行い，工作物等は周辺と

調和した色彩とする。」と規定し，大通り沿道との街並みの調和

を目指してまいります。 

 

次に，緑化ですが，「大通りに面する１階部分や広場（オープ

ンスペース）は，花や低木等にて緑化を行い潤いある景観を形

成する。」と規定し，みどり豊かな景観形成を目指しております。

 

後に，その他としまして，市全域の景観計画の届出対象行

為であります大規模行為に該当する建築物及び工作物について

は，上記の基準のほか，大規模行為の制限内容についても遵守

するものとなります。 

以上が，建築物・工作物の景観形成基準となります。  

 

続きまして，右側に移りまして「（２）屋外広告物の表示・掲

出に関する行為の制限」であります。 

まず，共通基準としまして，屋外広告物の色彩・意匠ですが，

低層階（１～２階）においては，「各店舗や各地区の個性を活か

したデザインとし，賑わいや活気を演出する。」と規定し，大通

りを歩く歩行者に対する賑わいある景観形成を目指しておりま

す。 

 

次に，中高層階（３階以上）の高い位置においては，ＪＲ宇

都宮駅のペデストリアンデッキからの眺め，大通りを歩く歩行

者からの見通し景観，そして，宮祭りなどの多くのイベントの

舞台となることから，「地の色は，高彩度色を使用しない。」「図

の 色 は ， 過 度 な 多 色 使 い を し な い 。」「 過 度 な 点 滅 は 使 用 し な

い。」と規定し，本市の顔にふさわしい風格ある景観形成を目指

しております。 

ここで，高彩度色の具体的な色彩の範囲については， ３ペー
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ジ右側の「屋外広告物の色彩基準」に示している範囲となりま

す。 

 

次に，種類別基準についてです。 

まず，屋上広告物ですが，「屋上広告は掲出しない。ただし，

次に該当するものはこの限りではない。  表示内容が文字・記

号のもので，地色が白もしくは建築物と調和する色彩で単色の

もの。」と規定し，原則は掲出を制限するものですが，商業地域

でもありますので，風格ある街並みを損なわない範囲での掲出

を認めるものとしております。 

 

次に，３階以上の突出広告物（袖看板）ですが，「突出広告は

掲出しない。ただし，次に該当するものはこの限りではない。

表示内容が文字・記号のもので，地色が白もしくは建築物と調

和する色彩で単色のもの。」と規定し，屋上広告と同様，原則は

掲出を制限するものですが，商業地域でもありますことから，

風格ある街並みを損なわない範囲での掲出を認めるものとして

おります。 

 
次に，３階以上の壁面広告物ですが，「表示内容は文字・記号

とする。」「意匠は箱文字（切文字）とする。ただし，次に該当

するものはこの限りではない。地色が白もしくは建築物と調和

する色彩で単色のもの。」と規定し，壁面広告の掲出を制限はい

たしませんが，景観への配慮を定めるものとしております。 

具体的な色彩誘導イメージは，右下の図のように考えておりま

す。 

 

後に，その他としまして，上記の基準のほか，宇都宮市屋

外広告物条例の許可基準についても遵守するもととなります。

以上が屋外広告物の景観形成基準となります。 

 

なお，宇都宮市屋外広告物条例の規定により，屋外広告物は

許可を受けて掲出するものでありますので，景観形成重点地区

の指定と併せて，宇都宮市屋外広告物条例に基づく広告物景観

形成地区に指定し，この屋外広告物の景観形成基準を，広告物

の許可基準とするものであります。これにより，景観条例と屋

外広告物条例の連携及び整合性を図るものです。 
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スライドは以上で終了となります。  
 

続きまして，「（３）届出対象行為」でありますが，種別①，

②として，建築物，工作物の新築，増築，改築若しくは移転に

つきましては，「建築確認が必要なものすべて」を対象としてお

ります。  

 

次に，種別③として，建築物及び工作物の外観を変更するこ

ととなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更につきましては，

「上記の①と②の対象行為のうち，変更の範囲が建築物，工作

物の全体の２分の１を超えるもの」を対象としております。 

 

次に，種別④都市計画法で規定する開発行為につきましては，

「当該行為の土地の区域の面積が１０，０００㎡（１ｈａ）を

超えるもの」を対象しております。  

 

後に，種別⑤平面駐車場の新設につきましては，「すべて」

の規模を対象としております。 

 

以上が，届出対象行為となります。  

 

次に，経過措置についてですが，３ページ左側の下のピンク

の枠をご覧ください。 

景観形成重点地区指定の時点で，すでに建設されている建築

物・工作物・屋外広告物については，次の更新時，建築物・工

作物について建替え・修繕，色の塗替えの際，屋外広告物につ

いては表示内容・デザインの変更の際に，景観形成基準が適用

されます。 

 

後に，右側の「補足  マンセル表色系による色彩表現につ

いて」につきましては，マンセルの基本的な解説ですので，後

程ご覧いただければと思います。 

 

以上で，資料１の説明を終わります。 

 

引 き 続 き ， 諮 問 事 項 １ に 戻 り ま し て ，「 ４  景 観 重 要 公 共 施

設」になります。  

まず，資料の説明の前に，景観重要公共施設の制度について，
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ご説明いたします。 

景観重要公共施設とは，道路や河川等の公共施設は，地域の

景観に大きな影響を与えることから，地域の良好な景観形成の

取組みとの調和を図るため，景観法に基づき，管理者の同意を

得て，景観計画において「整備に関する事項」と「占用等の許

可の基準」を定めることが出来るものです。  

 

今回は，資料にありますように，景観形成重点地区と連携を

図るため，大通りの道路部分を「景観重要公共施設」に位置付

け，沿道と道路を一体的な空間として，県・市・地元住民が協

働のもと，魅力ある景観の形成を進めるものであります。 

 

次に，内容につきましては，管理者である栃木県と協議を行

い，県の同意を得た上で，景観計画に定めております。 

栃木県の同意書の写しが参考資料２になりますので，ご覧く

ださい。  

 

具体的な内容につきましては，資料２の景観計画の本編にご

ざいますが，特徴について説明いたします。  

３点ほど，特徴を挙げておりますが  

１点目が，宇都宮らしい景観形成のため，ベンチやバス停等

への大谷石の活用を定めたこと。 

２点目が，賑わいある景観形成のため，フラッグアーム付の

照明柱の設置を定めたこと。 

３点目が，まとまりある景観形成のため，道路付属物の色彩

等の統一を定めたこと。で，ございます。 

 

後に，「５  今後のスケジュール」ですが，  

本議案について，ご審議をいただきまして，この後，１４日に，

都市計画審議会に意見を伺います。３月に景観形成重点地区等

の指定の告示を行いたいと考えております。その後，６月に景

観条例改正案を議会提案いたしまして，７月から改正景観条例

の施行を目指しております。 

なお，他の４地区，馬場地区，大工町地区，宮の橋地区，駅

西口地区は，継続して取組みを進めてまいります。 

 

以上で，議案の説明を終わります。  
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事務局からの説明が終わりました。ご質問・ご意見等ありま

したらお願いします。  
 

景観形成重点地区の規制の仕組みのところで，罰則や助成制

度というものは，具体的にどのようなものか。  
 
 景観形成重点地区につきましては，景観法に基づく特定届出

行為に位置付けられまして，罰則につきましては，変更命令に

従わない場合は，５０万円以下の罰金に処することが可能とな

ります。  
また，助成制度につきましては，景観計画に適合するものに

ついて，１軒につき 大工事費の３分の２かつ２００万円以下

の補助を予定しております。  
 
 補足いたしますと，特定届出行為ということで，景観法にお

きましては，これまで，それぞれの自治体が景観についてルー

ルを作ってきたものを裏付けるために景観法で，そのような罰

則規定を設けられております。現実的には，その前の段階の勧

告を中心とした枠組みの活用を想定しております。変更命令と

いうのは著しく景観を阻害するような，万人が見ておかしいと

思うようなときに，この法律が働くと考えております。通常の

生活や経済活動に過度に負担がかからない範囲で景観の誘導を

考えております。そのようなことから，勧告をするにあたって

も，景観審議会のご意見をいただきながら行うという仕組みに

なっておりますので，慎重に行っていきます。むしろ，全ての

建物が協議の対象になるということで，誘導という仕組みの中

で行っていきたいと考えているところであります。   
また，助成制度につきましては，細かいルールを市の方で決

定しようとしております。資料にありますように「魅力ある都

市景観づくり整備費補助金交付要綱」は既に設けております。

具体的にどのようなものに適用するかにつきましては，市の方

で詰めてまいります。  
 

この罰則とは条例ではなくて法律ですか。  
 

法律で，罰則が出来るような枠組みを整備しておりまして，

宇 都 宮 市 景 観 条 例 は ，「 景 観 計 画 に 適 合 さ せ る よ う 努 め な け れ

ばならない」と定めておりますので，出来るだけ誘導という形
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のなかで，景観形成を図りたいと考えております。ただ，先ほ

どお話したように，原色の建物が大通りにできるなど，著しい

場合においては，景観法の力を借りて，一段強い姿勢で臨みた

いと考えております。  
また，全国の事例といたしましても，景観法に基づく変更命

令はほとんど例が無いような状況であります。  
 

罰則は伝家の宝刀かもしれないけれど，持っていないといけ

ないということですかね。例えば，大通りに真っ赤な建物が出

来たら駄目なのでしょうか。そういうことを考えると罰則がな

くて良いのかと思ったし，そういう場合も想定されるのではな

いかと思ったので確認しました。  
 

強い行政指導も必要ということですね。  
 

この景観形成重点地区の基準はいろいろなものが盛り込まれ

ていて，いいなと思ったのですけれども，気になった点として，

建物の意匠にレトロ調のデザインを組み込んでいますが，先ほ

ど，屋外広告物のパワーポイントで見せていただいたときに，

木の看板やのれんなどを使って統一感を出すとされているので

すが，これは建物の方なのでしょうが，先ほど街中を歩いて，

通りに旗がありました。あの旗のデザインがちょっと違う気が

するのですが，そこの係わりや整合性は考えているのでしょう

か。  
 

掲出していましたフラッグにつきましては，地元商店街が景

観形成方針である「懐かしさと温もりを感じる街」をイメージ

して，地元商店街の方でデザイン案を検討し掲出していただい

たところですが，こういったフラッグ類につきましては，地区

指定後は，届出や許可申請の中で，デザイン等についても，こ

ちらの方針や基準に合うよう審査していきたいと考えておりま

す。  
 

地区ごとにデザインを決定されたというお話ですが，例えば

駅から１マイル，池上町，馬場，大工町，宮の橋，駅西口，そ

れぞれの地区で，今後，デザインをイメージしていくのでしょ

うか。  
大通りは微妙な曲線です。道路自体もなだらかな傾斜があり
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藤 本 会 長  

 

ます。こういいった起伏を生かしたデザイン，例えば，敷石に

ついてもそうですが，定形の正方形の形ではなく，不定形の曲

線を活かした大地にあったデザインのような，トータルなイメ

ージで考えられるのか，それとも，それぞれの地区で，うちの

地区はこうだと，敷石はこうだという形になっていのか，統一

的なイメージが見えてこないので，その辺りはどうなのでしょ

うか。  
 
今回，池上町地区がまとまりまして，池上町だけの決定とい

うことでご説明いたしましたが，大通り全体の基準といたしま

して，ほとんどが大通り全体としての合意を得ております。池

上 町 だ け の 基 準 と い た し ま し て は ，「 懐 か し さ と 温 も り を 感 じ

る街」というのが，地区での合意の方針だったものですから，

マンセル値を暖色系にするという部分と，レトロ調のデザイン

を採用したいという２点だけは池上町ですが，その以外の基準

につきましては，全地区で合意されております。市としては全

地区を大きくかけて細かい部分を後から追加というやり方と，

確定した池上町地区だけをかけるというやり方で，どちらか悩

んだところなのですが，現実的に看板の部分で商業地域での合

意がまとまりきれなかった部分がございますので，今回池上町

地区を先行して指定していきたい。今，先生がおっしゃられた

地区ごとのものにつきましては，上乗せのような形でそれを採

用していきたいと思いますので，それについては，例えば地形

的な曲線の採用などについては，今後も，地域に入ったときに

提案し検討した上で，位置付けられればと思います。  
 
さきほどタワーから街を見せていただきましたが，３階以上

はマンションですね。そうしますと，壁面だけじゃなく窓のカ

ーテンやブラインドも重要です。欧米などでは色彩なども統一

する。個人が自由に選んだカーテンなど外から見えるわけです。

そのときの色彩をイメージしたとき，あれだけ大きなビルです

から，２階建て，３階建ての建物より，はるかにシンボリック

に見えるわけです。窓の色彩が今後どうなっていくのだろう。

もう少し詳細までつめることはあるのではないかと，雑感とし

て感じたところです。  
 
他にございますか。  
 



 
 - 19 - 

岡 田 （義 ）委 員  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２点ほどあるのですが，１つは，良好な景観形成のための行

為の制限ということで，その中の，建築物の形態意匠の「大通

りに面する低層階の歩道から見える外壁等の一部に，大谷石を

使用する。」とありますが，ここで大谷石と言いきっていますが，

我々が通常考える大谷石は，良いイメージで宇都宮にとっても

特産物ですから良いアイデアだと思うのですが，大谷石という

だけではいろいろな品質のものがありまして，掘り出して貼っ

たら，すぐに変色したというようなものを目にしているわけで

すけれども，この趣旨から言って，大谷石に限定していいのか，

もう少し言えば，大谷石という言葉は，全ての凝灰岩の総称と

してこの地区では使われていますけれども，昔流に言えば，田

下石もあるし，新里石もあるし，深岩石もあるし，徳次郎石も

あるし，そういう品質も一緒くたにして，大谷石というだけで

扱っていいのかどうか。もちろん，今は大谷石の表面に撥水剤

をかけることによって品質の劣化は防げる訳ですけれども，そ

ういったことも含めて，大谷石という言葉を使う意味は分かり

ますが，慎重にお願いしたい。他の形態意匠については，何々

に努めるといった表現になっていますが，この部分だけは，場

所も含めて，大谷石を使用するとなっていますので，その辺り

を配慮して，意とするところは，こんなものだというニュアン

スがあっても良いのかなと思いますので，検討していただけれ

ばと思います。もっと言えば，大谷石に似せた擬岩のようなも

のだって，大谷石を感じることができる訳ですからね。そうい

ったことが一点です。  
もう一つは，委員長の配慮で，今日のように現地を見て回る

のは良いなと思ったのですが，景観形成の基本方針の中に「大

通りの歴史や文化を活かし，落ち着きと風格ある街並みを形成

する。」とあり，これは非常に素晴らしいと思うのですが，では

具体的に基準の中で，どこに歴史や文化が出てくるのかと思い

ながら，見て歩いてきたのですが，例えば池上町の坂がありま

すが，あそこは昔から朝日坂と呼ばれていた訳でして，今，ブ

ロックが貼られて滑りにくく大変良いと思ったのですが，そう

いうところに，例えば，芝のようなもを一部分だけ張るとか，

大谷石を貼って，その間に芝を張るなどして，これはなんだろ

うと思ったときに，これは昔の朝日坂を表しているイメージな

んですよとか，赤羽先生が言われたことと通じるところがある

かもしれませんが，言葉だけでなく，そういうものを市民に提

供 す る と い う の も 景 観 と し て 非 常 に 大 切 な こ と で は な い か な
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と，歴史を感じさせるということ，こういうものが良いのでは

ないかと思いますがいかがでしょうか。  
 
ちょっと事務局の方に確認をしておかなくてはいけないと思

うのですが，景観形成の基本方針はメインストリート，１マイ

ル全体の基本方針ですね。その次の行為の制限のところ。これ

は大通り全体のことなのか，それとも池上町バージョンなのか，

そのところが，少しはっきりしていないので，大通り全体で合

意を得ているという部分と，大谷石にしろ，レトロ調にしろ，

これも，かつて，住民との会議でも議論になったところだと思

うのですね。ただ，池上町ではそれで合意したということであ

れば，それは池上町バージョンですよということにしておかな

いと，１マイル全部がレトロ調で，レトロ調に解釈もペジメン

トだとかコーニスだとか，そういったもので統一されるのはち

ょっと違うなと思うので，その辺りの住み分けというか，はっ

きりしておいた方が良さそうですね。  
 
会長のご指摘なのですが，全体の部分と池上町固有の部分が

あるのですが，景観計画の基準として定めた場合に，どうして

もそれが働くとことについて池上町地区という形で定めていく

形になりましたので，合わせた形になっていまして，順次，２

３年度以降，残りの４地区につきましても，速やかに続けてい

きたいと考えております。全体の方針の中で，その謳い方とし

まして，池上町以外については，景観形成重点地区の規制とな

ってしまいますから，その記載方法は，仕組み上，難しい部分

がございまして，この３つの方針に関しましては，全体にかか

っています。ただ基準については，池上町だけという使い分け

がございまして，そこは解説なり，入れ方としてもう少し工夫

が出来るかどうか検討してまいります。市としても，これまで，

協議会の中での議論は，さきほど暖色系とレトロ調以外は，大

通り全体の基準として，考えられておりますので，市としても，

そのように捉えております。今後の大通り全体の方針は，当然，

動かさず，そこに各地区の特徴がさらにのれば，それをのせて

重点地区の基準としてプラスしていきたいと考えております。

おっしゃられたとおり，全体のベース基準などは決められてお

り，その記載が曖昧に見えてしまうところは欠点だと思うので

すが，条例化するときにエリアを指定するものですから，今，

継続中の区域は，これから固まりましたら地区が増えていきま
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す。できれば残り４地区はまとめて，早い時期に全体がつなが

るような取組みを進めていきたいと思っております。  
それと，岡田先生からご質問の大谷石の解釈ですが，大谷石

は宇都宮の地場産材でり，宇都宮のブランドということで，大

谷 石 と い う 言 葉 が 協 議 会 な ど で も さ か ん に 使 わ れ て お り ま す

が，深岩石とか長岡石とか，大谷石に似た石につきまして，そ

れを否定しているという考えは全くありません。大谷石と同じ

ようものについては，補助の対象とも考えております。宇都宮

のブランド性，宇都宮の個性を出すという意味で，それらを総

称して大谷石という言葉を使っていますので，運用上，その違

いを分けていくのではなく，一体的に扱っていくというのが市

の考え方です。また，地元の方もそのように理解していると考

えております。  
 
私，サイン関係の者です。屋外広告物の基準についてですが，

企業にはコーポレートカラーがあるかと思います。足利銀行は

ブルーに白とか，栃木銀行ですとグリーンに白とかは非常に大

切ですけれども，それが逆転して白字にブルーの文字，あるい

は白字にグリーンの文字，そのほうが簡潔でだいぶ表情が変わ

ってくると思うので賛成なんですけれども，たとえば，クライ

アントから「それじゃあ製作はだめだよ。」ということになった

ら，われわれはどのように対処していけばいいのか。  
それとあとひとつは，屋上看板や突き出し看板に関して，ク

ライアント側がよく採用しているのはガラスに貼るフィルムと

なっています。要するに，ガラスにフィルムを貼るっていうこ

とは，非常にサインのコストが安くなります。電気をつければ

全体がサインになるため，非常にコストを安く仕上げるために

はガラスにも貼ってしまうことになります。ですから，ガラス

の広告に関して謳っていないため，これからかなり増えてくる

と思われます。すると，大きなメディアが，ガラスがサインに

なってしまいます。あと，業者に頼むくらいでしたらいいので

すが，ご自身でカラーコピーをやって，非常にビルはすばらし

いんですけれども，全体から見ると非常にイメージが悪くなる

ことが多いです。  
初の質問に戻りますと，クライアント側から「それじゃあ

だめだ。」といわれると，我々はどのようにしたらよいのか。  
 
今，実は残りの地区につきましても，広告物の今の取り扱い，
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又は，テナントビルなどのビル業などを行っている方の関心は

非常に高くて，そういう規制によって床がうまらないのではな

いのか，といった問題があり，なかなか決まらないところであ

ります。これにつきましては，市のほうも苦慮しているという

ところが正直なところでありまして，他市の事例なども参考に

しながら，さらに，良好な実例は関西の方にたくさんあり，協

会のほうで事例集を作りましたので，そういうものを活用しな

がら，さらに理解を得られるように話し合いを進めてまいりた

い。特にコーポレートカラーとはいいましても，コンビニさん

ですとか銀行さんですとか，現実に逆転した事例がたくさんご

ざいますので，それが十分に周知されていない部分もあるので，

そういうものを活用しながら，今後議論を深めて，できるだけ

商業地域であっても色の統一といいますか，周辺と色の調和み

たいなものは，目指していきたいという風に考えています。  
 
ひとつ教えていただきたいのは，那須地区ですと，ダークブ

ラウン，茶色に白，セブンイレブンでも何でも茶色に白だよっ

てことで，全体がそうなんですけれども，見た感じ非常に寂し

い感じもいたします。だから，非常にミスマッチが難しいとこ

ろだと思われます。  
 
先ほどの補足といたしまして，岡田先生のお話の中で「大通

りの歴史や文化を生かし，落ち着きと風格のある街並みを形成

する」にどういった対応をするのか，といったご質問だったと

思うのですが，市の方で考えているのは，３階以上の屋外広告

物に関しましては，高彩度色を使用しないということで，風格

というものは遠景といいますか，賑わいは１，２階で，そして，

風格という都市の景観としては，３階以上での落ち着いた形と

いうものが，この風格に合致するような基準として捉えており

ます。  
また，歴史と文化につきましては，大通り地区に関しまして

は二荒山神社ですとかおよりの鐘ですとか朝日坂などという特

徴もありますので，そういう所につきましては特に誘導の中で

も配慮していきたいという風に考えております。  
 
景観形成基準の中に，レトロ調のデザインを取り入れるとい

うものがございますが，これが，どういうところから出てきた

っていうのは，ご説明でメインストリートにふさわしい風格と
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魅力のある景観の形成，あるいは，池上町地区で言えば懐かし

さとぬくもりを感じる街といったことだと思うのですが，実際

にそれがこういうことにつながっていくっていうことが，どう

いった風に行っていくのか見えてこない。実際，未来の宇都宮

の街がどういう風なイメージに創っていきたいのかという全体

の構想があって，あるいは住民の方の想いがあってということ

でまとまっているのか，その辺の経緯のほうは，私の方が知ら

ないということもあるのでしょうが，その辺のことは実際はど

うなのかということ。あるいは，歴史とか文化ということと，

こういうことがどういう風につながっていくのか。実際，レト

ロ調といったときに，イメージするところのレトロ調というも

のには人それぞれかなり幅がある。あるいは，ある意味だと非

常に狭い部分もある。西洋風であったり，一時期のものであっ

たりして，それが宇都宮の大通りの歴史と風格に本当に合致し

ているのか，といった危惧は多少あります。そこはいかがでし

ょうか。  
 
これまでの基準ができてきた経緯なのですけれども，先ほど

説明の中で経緯があったのですが，特にレトロ調のデザインや

暖色系につきましては，池上町の商店街でファサード整備をや

るにあたって，景観形成計画というものを作成いたしまして，

今回の基準としては，そういった住民の取り組みで処理された

景観ですので，それを保全していこうという方針で今回定めた

ところです。そちらについては，冊子がございますので回覧さ

せていただきたいと思います。また，大通り周辺のイメージ像

につきましては，大通り景観づくり検討会の中で，大通り景観

づくりの方針と言うことで，大通りの地元の方とのワークショ

ップや意見交換で作った将来イメージがこちらにございますの

で，こちらも回覧してご覧いただければと思っているのですが，

将来のイメージ像としては，大きくは資料 1 の写真にあるよう

な形で，色彩ですとか，緑化，フラッグ，日よけテントの統一

や賑わいの創出と遠景からの眺望による風格づくり，こういっ

たものが大きな将来像のイメージ像として捉えているところで

ございます。  
 
補足でありますが，宇都宮のワンマイル計画でありますけれ

ども，やはり県都としての軸というものを大事にしております。

例えば，将来像といたしまして，明確な鎌倉の古都ですとか，
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栃木の蔵の街ですとか，そういう特徴を宇都宮が持っているか

といいますと，そういう風なものまではなかなか一般的な合意

とか動きがないのかな，と思われます。県都のメインストリー

トとしての風格というのが大きな位置づけかなという風に捉え

ております。それと，潤い，１，２階に着きましては賑わい，

それと上層部につきましては遠景としての落ち着きや風格とい

うものが将来の目指していくものかなと市の方でも捉えていま

して，その中に，唯一先ほどあった大谷石みたいなものが宇都

宮の個性として出れば，大通りの軸としての位置付け，プラス

個性という風に捉えているところであります。また，細かい規

制については各地区の生活している方，また，所有者の方など

の合意で統一感のできるものとして，レトロ調というものもそ

の中で出てきた，という経緯でございます。  
 
ありがとうございます。大通りということでいうとある程度

見えているとこもあると思いますが，宇都宮というと，宇都宮

のまち全体のイメージにどういう多様性を持たせるのか，統一

させていくのか，あるいは，東口の作り方とどちらかとを整合

させていくのか，という目指すところがあってですね，街並み

が形成されていくものだと思うんですけれども，その辺のとこ

ろも明確なところはあるのでしょうか。  
 
この件に関しては，例えば方向，方針として拠点という言い

方をしておりますが，第５次総合計画で言う都心拠点，また，

都市計画マスタープランで言う都市拠点，景観計画で言います

都心部ということで，それぞれにまたさらに少しブレイクダウ

ンしたエリア計画としては中心市街地活性化基本計画，さらに

は，現在策定しようとしています中心部の総合再生計画，再開

発を中心とした計画ですが，そうしたところに少しずつエリア

ごとの具体性のイメージは記載してございます。役割としては

やはり，駅東口は新たな交流拠点というようなイメージで区画

整理事業を行いまして，今は立上がるべき建物が暫定事業とな

っておりますが，東口のイメージは交流とか 先端の東側のゲ

ートシティみたいなイメージ。西側も同じように西口について

はイメージを創っております。また，大通り，二荒山，東武の

駅を結ぶところは，業務と商業の中心地というような位置付け

を持っておりますが，それが設計図としてあるかというと，そ

れはこれからの事業とか民間誘導ということになるので，そこ
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まで明確なものは行政の方にはありませんが，そういう機能，

イメージとしてのものは，各計画に位置付けしてございます。

 
まず二点ございます。一つ目は，日本の国家のお話になりま

すが，宇都宮市を国の地方都市，ただきれいにするということ

になると，ほかの地方都市との差別化もできないので，宇都宮

らしさを出していくことが重要だと思いまして，それには各地

区の特長を生かしたまちづくり，つまり宇都宮の一本通ったも

のが必要，ですが宇都宮にはジャズのまちや，自動車のまち，

餃子のまち，二荒山神社，松が峰のような洋風のものとか，い

ろいろなものが混在していて，それがひとつの魅力だと思うの

ですけど，そのため何かひとつに絞るというのは難しいんだと

思います。そのため，その辺のこうとは今はなかなか決められ

ないと思うので，これからどういった方向に向かっていくかは

決めていただきたいと思うのですが，とりあえずは景観計画を

やる上で，宇都宮は連続性があるというところを見せる手段と

して，安易かもしれないですけれども，例えば公共物ですとか

道路景観などで，決めたイメージカラーみたいなものをつくっ

て，そこだけはいつでも統一したものにしていくということも，

連続性を出していくひとつのアイデアになるのではないかと思

い提案させていただきます。  
もう一点ですが， 近宇都宮市は「自転車のまち宇都宮」と

いったところに力を入れていると思いますが，特に大通りなん

かは自転車が非常に多いし，学生たちの自転車があまりにも多

く，お年よりも多いのですが，計画を見ると自転車に関するこ

とに触れていなくて，まちの中も駐輪している自転車でとても

景観を壊していて，そのわりに，自転車を停めるところがなく

て，停めてはいけないスペースが指定され，みんなが変な場所

に停めていて，駐輪場を整備していくときに大谷石などを使っ

て整備していくとともに，歩行者と自転車の事故も大変多いの

で，その辺の棲み分けがしていけるようなかたちを特に宇都宮

市では必要なのではないかと思います。  
 
メインストリートなので，交通機関や交通施設との関係，そ

ういったものも大切だと思います。  
他にいかがでしょうか。行為の制限ということについて，パ

ワーポイントで見ていただいた基準について，まだ議論の余地

があると思いますが。  
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２点あるのですが，全然違う話になってしまうかもしれない

のですけれども，大通りのところの街路樹が気になってしまう

のですが，街路樹についてはまったく言及されていないのでし

ょうか。今，トチノキがありますよね。県庁前のところなんか

はそのままの情景で残っているのですけど，大通りのほうは強

剪定されてしまっていますよね。メインストリートとして，緑

のボリューム感が非常に少ないのがちょっと寂しいという気が

して，風格ということをいうのでしたら緑のボリューム感が大

切ではないのかなと思っているので，その辺はいかがでしょう

か。  
もう一点は，先ほどから歴史の話が出ているのですが，歴史

ということで，駅東にも柳田街道のような大きなメインストリ

ートがありますが，西側と東側との大きな違いというものは，

東側はまっすぐですけれども，西側は曲がっています。そのこ

とは非常に分かりやすく目に見えるもので，宇都宮の履歴が分

かるものだと思います。以前は，奥州街道というものが曲師町

のところで引き返していましたよね。それは，三島通庸さんに

よってまっすぐになり，そういう部分があるから曲がりなどが

残っていると思うのです。その辺が一番目に見て分かりやすい

部分というものは表していく，すぐには思いつかないのですが，

そういう要所要所，アイストップになるようなところに，それ

が分かるような何かしらの工夫があっていいのではないかと非

常に思いました。  
 
緑についてお話がありましたが，宇都宮市の方では「緑の基

本計画」というものを取りまとめております。その中で，特に

中心市街地については緑が少ないと指摘されておりますので，

それを今後どのようにして緑を増やしていくかというようなこ

とについて検討しているのですが，その中で，緑視率という指

標を設けております。緑視率ということで，ある交差点からあ

る方向を向いて，そこに今どのくらいの緑があって，将来どの

くらいに増やしていったらいいだろうか，１０年とかそのくら

いの計画になるのですけれども，緑について，具体的にどのよ

うにしようかなどは決まってはいないのですけれども，漠然と

目標値として，３０ %，４ ０％という風に緑視率を高めてい き

ましょうということで，大通り沿いについては検討しています。

その中で一番問題になるのは，鳥の問題がございまして，巣を
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作るなどして大量に鳥が来てしまいうるさいというようなこと

があって，強剪定したりしているところもあるのですけれども，

木 の 剪 定 に つ い て は 議 会 の 方 で も 取 り 上 げ ら れ る こ と が 多 く

て，できるだけ強剪定しないようにやっていきましょう，とい

うようなことではあるんですが，一方で鳥の話であったり，落

ち葉の話等があるものですから，非常に難しいところがありま

す。ただ，我々としては緑を増やして行きたいという方向では

動いているところであります。今回，こちらの方の景観計画の

中ではあまり触れられてはおりませんが，一部載せている所は

ございますが，動きとしては「緑の基本計画」の中で担保して

いきましょう，という動きがあることはご説明させていただき

ました。  
 
街路樹についてですが， 初は概要で説明しましたが，資料

２本編５８ページをごらんいただきたいと思うのですが，こち

らは景観重要公共施設ということで，これまで県と協議した部

分ではあります。先ほどの道路の部分として景観形成のときに

潤いを感じる緑の配置ということで，ここで概要についても触

れております。高木で形成するということになっておりますの

で，街路樹につきましても， 初は小さいかもしれませんが時

間がたてば成長するということ，植栽枡につきましても常緑の

低木とか，花などの植栽に努めるということで，今後，緑も十

分に配慮していくということで，県と一体的に緑の確保に努め

ていきたいと考えております。  
 
今話題になっております県庁のところのトチノキと，大通り

のトチノキは全て土木事務所の方で管理しております。ここで

はっきりと申し上げますと，県庁前のトチノキは異常な大きさ

なのです。高梨様がいらっしゃられないのですが，あれはあの

空間の中にあれだけの木が生えているというのは異常です。そ

れは異常ですが，栃木県はまさにマロニエなんで，あれは完全

なシンボルです。だから維持管理費は，実際はいとめをつけて

いないのです。あれでやったら栃木が破産するのです。ですか

ら，あれは栃木県のシンボルとしてのトチノキなので，あれは

異常に大きいです。大通りは３０ m.あります。歩道は４．５メ

ートルあります。さきほど自転車の話が出ましたが，４．５メ

ートルでは狭いのです。もっと広げたいのですけれども，広げ

るわけにはいかないのです。トチノキの話なのですが，今日は
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高梨会長がいらっしゃらないので私が代弁いたしますが，剪定

の仕方について造園協会の方で新しいマニュアルを作りつつあ

ります。そこで，強剪定して樹形がおかしいのではないか，と

いうご批判があって，全部で栃木県は８業者に委託しているの

ですが，今年からマニュアルを統一いたしまして，形を整えよ

うという方向にいたします。大通りも適正な高さ，適正な葉張

り，適正な形にしようということで２，３年かかるのですけれ

ども，たぶん５年後になったら栃木県宇都宮市の大通りの街路

樹は日本一だ，と言われるはずです。そして，お金は一緒なの

ですが，造園協会が一生懸命やっておりまして，たぶん数年後

には宇都宮市をやっているものもたぶん変わると思います。そ

して，大通りの木は県庁みたいにあのように大きくはなりませ

んから。逆に，大きくしてしまうと手に負えなくなります。  
もうひとつ余計な話をさせていただきますと，落ち葉拾いが

大変なのです。本当はお店の方が拾っていただければなんてこ

とはないのですが，あれを拾うとなると相当のお金がかかりま

す。それは適正な大きさにしておけばそれなりの量しか落ちま

せんので，ここにいらっしゃる委員の先生方にご理解いただい

て，何かあったときには聞いていただきたいと思います。ただ，

あと３，４年すればこの大通りの樹形も形がよくなってくると

思いますので，ぜひご期待いただきたいと思います。  
 
話が広がりすぎてしまったのですが，今度の行為の制限とい

うことで，非常にムラがあると思うところは，レトロ調のデザ

インというところで，どういったものがレトロ調と判断される

のか，あるいは，オリジナルのデザインをされているのだけど，

チープなレトロ調の何かを付ければレトロ調なのかという，少

し言い逃れのような，実はクオリティも良くなっていないよう

な，そういう方向にいかないとも限らないかなと感じます。今，

ちょっと見ていただきたいのですが，大通り景観づくりの方針

を見ていただきたいのですが，その中の池上町ですが，そこの

部分で和モダンデザインファザードという例があって，その隣

にレトロ調デザインファザードというものがあるのですが，和

モダンデザインファザードだといけないことになっているか，

そういうデザインの幅がどう軽減されるのかというところが一

番危惧されるところではないかと思います。  
 
こちらのレトロ調のデザインにつきましては，あまり限定を
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しているわけではないのですけれども，ガイドラインの方針，

また，池上町地区で作成しました今回ファサード整備に当たっ

ての更新にありますような，どちらかといえば洋風なレトロ調

なデザインというものを商店街の統一した考え方として今は持

っているところではあります。そこの具体的にどういったもの，

どういったデザインの要素を入れたものがレトロ調のデザイン

になるかというところが一番難しいところになると思うのです

が，それについては先ほどのパワーポイントや現在お回しして

おります池上町地区で作成した景観形成の計画のようなペジメ

ントやコーニスなどを取り入れたものを，今後レトロ調のデザ

インを採用した建物ということで考えていきたいという風に考

えているところでございます。  
 
それと，先ほどの和モダン的なデザインをやりたいといった

場合は，これでは認められないので変えてくださいというよう

な話になります。  
 
基準化するにあたっては，そこまでの規制を設けることは現

在のところ予定してはおりません。あくまでも，若干レトロ調

懐かしさ感じるような要素であるといことであれば，お店の扱

っている商品などにもよると思うのですが，和風なお店，ある

いは洋風なお店などがそろっていてもいいのではないか，とい

うある程度混在した部分もあるとは思うのですが，それがまち

なみ全体として懐かしさを感じさせるようなものであれば，こ

のレトロ調デザインに該当するであろうということで考えてお

ります。  
 
今のお答えは分かるのですけれども，決まりとしてレトロ調

ということでやってくださいということになってしまうと，言

葉が 1 人歩きして，どうしてもこういうことをしていかなくて

はならないのか，というふうになってしまうのではないかとい

う気がするのですが。  
 
先 ほ ど の 大 谷 石 の と こ と 似 た よ う な ご 指 摘 だ と 思 う の で す

が，運用上，書いてあることが，直線的というか感覚的の非常

に高いハードルのような捉われ方をしないような運用や説明を

盛り込んだ補足等を用意しまして，まずは時間をかけて，市の

方も一気にこれができるとは考えておりません。先ほどいった
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ように，既存不適格であり，今ある建物については適用になら

ないものですから，あくまで改築や新築などにおいてそういう

方向を目指そうというものなので，なるべくここのエリアの方

には運用上の手引き的なものの中で，そういう中で説明をして

いければという風に考えております。その，デザイン意匠の施

主の意向を大きく変えるようなことを景観計画が規制するとい

うような趣旨はあまりなくて，あくまで調和といいますか，隣

と周辺，ブロックとしての調和のとれるというこが大きな方向

としてありますので，そういうような運用が図れるように，今

後も地元の協議会の中でも，そういう点について話をしていき

たいと考えております。  
 
今の，梶原様のおっしゃることと併せて言わせていただきた

いのですが，大通りを一体化していったときに，この表現の仕

方 を も う 少 し 考 え て い た だ き た い と 思 っ た の で す が ，「 こ こ が

レトロ調のデザインを希望しました。じゃあ隣が斬新なデザイ

ンにしたい」っていえばそれでいのでしょうか。だから，それ

を考えて，この表記の仕方にもっと幅を持たせるようなものに

したほうがよろしいのではないでしょうかと思うのですけれど

も，そのレトロ調というものが何をもって，ということが皆さ

ん疑問に思っているところなのですし，大通りが宇都宮市の本

当にシンボルなのに，懐かしさのためだけのレトロにしちゃっ

てよいのかなというところもあるとおもいます。東京の人が来

たときに，その中にも品のある上品さのある 近の斬新さがあ

ってもよいと思いますし，そういう表現をさせるのがこれから

の街なのではないのかなと思うので，あまりこのような懐かし

さを感じるレトロ調が書かれていると，どうしてもそれが前面

的に出てきて，そのようになってしまうのかなと，私の頭の中

も「レトロ調ねぇ」という風になってしまいます。基本的には

大変賛成ですし，反対はいたしませんが，そうなのかなという

のが私の意見であります。その辺の融合性というか，将来性を

ぜひ盛り込んでいただければと思います。  
 
先ほど会長からご指摘があった全体のレベルと地区レベルを

混在しているので，非常に誤解といいますか分かりにくいとい

うご指摘がそのままのご意見になってしまうのですが，全体と

してレトロ調という文言を捕らえているということではありま

せん。地域の方が，ワークショップやファサード整理の計画を
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したときに，地域の人がそれを選んだといいますか，そういう

方向にしたいという流れを担保する意味でここに記載している

というのが実情でして，他の地区もレトロ調かといいますと，

そういう思いが他の地区にはまだそこまで明確に意思表示がな

いという状況であります。そういったことですから，計画とは

別に運用などいろいろ変えていく中で，はっきりと分かるよう

に補足といいますか，説明資料の中で誤解のないような形をと

れればなというふうに思います。レトロ調のものについては，

市の中でもここに記載するにおいて，今ご指摘となって様な議

論はたくさん出ました。では，形は何をもってレトロ調という

のか。どこがそうかというのはあるのですが，どうしてもこの

言葉を池上町地区の方が使いたいというような経緯もあります

ので，そこについてはあえて載せてあるのですが，先ほどいっ

た運用上の中で，そこの誤解がないように。また，全体として

それが及んでいるのではないというのも付記していきたいと思

いますので，そのように考えていただきたい。  
 
だいぶ議論が出たと思うのですが，レトロ調のところに意見

が集中しておりますけれども，他にも議論の余地があろうかと

思いますけれども，時間もかなり経過しておりますので，諮問

されておりますので答申したいと思います。  
今回はこの池上町に関しての景観計画ということで，異議な

しということをいただいてきましたが，けれども，こういうよ

うな意見があったということは残しておいていただく形でいか

がでしょうか。  
改めてお伺いいたしますが，この諮問事項の「１  宇都宮市

景観計画の変更（案）」につきましては，「異議なし」というこ

とでよろしいでしょうか。  
 
はい。  
 
 
それでは，異存なしとして答申いたします。  
  
以上で本日の議事は終了致します。  
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続きまして，「６．その他」の事項に入ります。  

 事務局より何かございますか。  
 

はい。事務局から２点ほど，ご報告があります。  
１点目は，白沢地区における景観形成重点地区の指定に向けた

取組についてであります。  
２点目は，景観審議会の市民公募委員について  

でございます。  
それで は ，白沢 地 区の景 観 形成重 点 地区の 指 定に向 け た取組 に

つきまして，ご説明いたします。  

 

 報告資料２をご覧ください。 

  

まず，「１  事業の目的」ですが，白沢地区には，旧奥州街道

の第一の宿であった白沢宿の面影を残す集落が現在も残され，

また地区住民が歴史や自然を活かしたまちづくりに積極的に取

り組んでおり，この取り組みを景観の面からも支援し，歴史性

のある「趣き」を感じさせる景観の創出を図るため，景観計画

に基づく「景観形成重点地区」の指定を目指すものであります。

次に，「２  取り組み経過」ですが，平成２１年８月に，地元

組織である「白沢地区景観づくり検討会」を設立し，住民アン

ケートや住民ワークショップ実施し，平成２２年３月に「白沢

地区景観づくり方針」を作成しました。この「白沢地区景観づ

くり方針」の実現に向け，平成２２年８月には地元組織に関係

行政機関等を加え，体制の強化を図り，「白沢地区景観づくり推

進協議会」を設立し，住民説明会や住民ワークショップを実施

するなど，地元住民との意見交換を進めているところでありま

す。  
次に，「３  今後の予定」ですが，平成２３年度は，景観形成

重点地区の指定に向けた取組みを進めていく予定であります。

なお，資料の下段には，白沢地区の位置及び白沢宿のまちな

みの写真を掲載しております。 

以 上， 白 沢 地 区 に お け る 景 観 形成 重 点 地区 の 指 定に 向 け た取

組について報告を終わりたいと思います。  
 

続きまして，２点目の「景観審議会の市民公募委員について」

報告いたします。  
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藤 本 会 長  

 

 

 

 

 
＜７．閉 会 ＞ 

藤 本 会 長  

 

 

 

 

 

 景観審議会の組織については，宇都宮市景観条例施行規則に，

学識経験者，関係団体関係者，関係行政機関，市長が必要と認

める者と定められています。現在，他の審議会につきましては，

市民の意見を取り入れる傾向が比較的多いという中で，平成２

１ 年 １ ２ 月 に 景 観 条 例 施 行 規 則 の 改 正 を 行 っ た と き に あ わ せ

て，市民公募委員の追加を検討してきたところです。市民の意

見を取り入れていく上で，審議会の中に，市民公募ということ

で２名ほど，定員としましては１７名以内と組織を改正しまし

たので，市民公募の導入ということをご報告させていただきま

す。今後のスケジュールですが，５月３１日をもって審議会の

委員の改選時期ということもありまして，現在の今後のスケジ

ュールといたしましては，今年の３月１日から３月３１日まで

の１ヶ月間を募集期間ということで，一般の方に関しましても

景観に興味のある方，考え方をもっている方に募集をしていく

方向で考えておりまして，応募用紙等につきましては，市の都

市計画課，各地域センター・市民センター等に応募用紙をおき

まして，また，３月号の広報うつのみややホームページに掲載

をいたしまして，募集の方を考えております。選考方法といた

しましては，小論文，面接等を行いまして，４月下旬までには

公募委員を決定いたしまして６月の改選に合わせまして，市民

公募委員の追加を進めていく予定です。以上，ご報告させてい

ただきます。 

 

事務局からの２件の報告がありました。ご質問・ご意見等あ

りましたらお願いします。  
 

では，この点については特によろしいですか。  
後に，委員の皆様から何かありますでしょうか。  

 
 
それでは，これをもちまして第４回宇都宮市景観審議会を閉

会いたします。長時間のご審議ありがとうございました。  
 
 
終了  

 
 

 


